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第 5次二宮町総合計画
基本構想

あすの二宮町を創る
まちづくりのビジョン

2013-2022（平成 25年度～平成34年度）

二 宮 町



　このたび、平成25年度を初年度とする10か年のまちづくり

の指針となる「第５次二宮町総合計画」を策定いたしました。

　本町では、これまで「にのみや総合長期プラン」に基づきさ

まざまな施策に取り組んでまいりましたが、この間、人口減少

や少子高齢化の進展、景気後退による雇用の悪化、さらには、

未曽有の被害をもたらした東日本大震災など、社会経済環境

はこれまでになく大きく変化しております。

　時代の変化に柔軟かつ的確に対応し、小さな町ながらも、気

配りや結束力を活かし存在感のあるまちづくりを進めるため

には、町民の皆さんや地域の力が必要となります。そこで、本

計画では、町民一人ひとりによる「まちづくりの力」、地域コミュ

ニティによる「地域の力」、行政による「自治体経営の力」の３

つの力の連携と総合力によるまちづくりを理念とし、「人と暮ら

し、文化を育む自然が豊かな町」を将来像に掲げております。

　本計画の実現に向けて、「いつまでも住み続けたい」と思う

町をスローガンに、町全体で子どもを育むまちづくりに取組

み、若い世代をはじめ、幅広い年齢層の方々に二宮町で一生を

過ごしていただけるような施策に取り組むとともに、行財政改

革をより一層推進し、効率的な行政運営を図ってまいります。

　最後に、本計画の策定にあたり、参画いただきました町民の

皆さんをはじめ、慎重な議論を賜りました総合計画審議会の

皆さま及び各関係機関の方々に心からお礼申し上げます。

平成25年3月

二宮町長  坂本 孝也

ご あ い さ つ



掲載されている写真の一部は、二宮町観光協会主催「にのみや観光フォトコンテスト」で寄せられた写真です。
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 1 1. 町の状況 現状と課題

１）町勢
　二宮町の名称は、町内に存在する川勾神社が寒川神社の相模国「一の宮」に対して「二の宮」と

称され、地域の鎮守として、多くの人々から信仰されていたことに由来するとされています。

　明治２２年の市町村制の施行に伴い、一色、中里、二宮、山西、川匂の５ヶ村が合併し吾妻村とな

り、昭和１０年１１月、町制の施行により二宮町となりました。

　温暖な気候と山と海に囲まれた住宅地として、昭和４０年前後から丘陵地において宅地造成が

進み、かつては半農半漁ののどかな村が、住み良い住宅地として発展し現在に至っています。

２）地勢
　二宮町は、神奈川県の南西部、東京から

の距離は約７０kmに位置し、東西の幅は

３．３ｋｍ、南北は約３．８ｋｍ、総面積９．０８

平方キロメートルの町です。比較的小規模

な町の東西にはＪＲ東海道線、国道１号線、

西湘バイパス、小田原厚木道路、南北には

県道秦野二宮が走り、それぞれ町道と連結

し町民の利便に供されています。

　土地利用では、市街化区域の面積は

４３４ヘクタールであり、大半が住宅地とし

ての用途地域が指定され、ＪＲ二宮駅を中

心に近隣商業地域が指定されるとともに、工業団地には工業専用地域が指定されています。

　また市街化調整区域は４７４ｈａで、その多くは畑、山林となっています。

３）人口と世帯の推移
　二宮町の人口は、昭和４５年以降、住宅地造成に伴って急速に増加してきました。また、世帯数

も増加していますが、平均世帯人員の減少により、次第に世帯の小規模化が進んでいます。

　年齢別には、１５歳未満の年少人口が減る一方で、６５歳以上の高齢人口が増加し、少子高齢

化が進んでいます。

　地域別には、中里、山西、松根では人口が増加していますが、新しい住宅地である百合が丘、富

士見が丘や、古くからの住宅地である二宮、川匂では人口が減少しています。

東名高速道路

小田原厚木道路

厚木IC
秦野中井 IC

JR二宮駅

JR東海道線
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 1 1. 町の状況
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※年齢不詳を除く

出典：国勢調査

現状と課題

■二宮町年齢5歳階級別人口（平成22年）
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 1 1. 町の状況

■歳入と町税収入の推移（一般会計決算額）

■経常収支比率の推移	

４）財政状況
　町の歳入は、平成22年度を除き、約76億円～約82億円で推移しています。また、歳入総額の

うち約50％前後を町税で賄っています。一方、歳出は、約31％（平成23年度）が民生費であり、

福祉需要等の増加により、長期的には増加傾向にあります。

　経常収支比率は、93.5％（平成23年度）と経常経費の割合が高くなっており、また、財政力指

数は、0.82（平成22年度）と類似団体と比べて高いものの、県内の近隣市町と比較すると厳しい

状況です。実質公債費比率は、5.4％（平成23年度）であり、県内市町村平均（7.0％、速報値）を

下回っています。
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資料：神奈川県内市町村の財政指標等一覧
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現状と課題

■財政力指数の推移	

二宮町

類似団体
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資料：神奈川県内市町村の財政指標等一覧

町の鳥　ヤマガラ

町の花　カンナ 町の木　ツバキ
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 1 2. 町を取り巻く状況

１）地域主権改革の進展
　平成２３年に制定された地域主権一括法により、「義務付け・枠付けの見直等」と「基礎自治体

への権限委譲」が図られました。また、県から市町村への事務移管も進められています。今後、町

民にとって身近な自治体である市町村の役割が重要となっています。

２）人口減少と少子高齢化
　我が国では、今後、長期の人口減少過程に入ります。また、この人口減少は、少子高齢化を伴っ

て進行します。

　一方、世帯の小規模化により世帯数は増加するものと予測されますが、高齢者だけの世帯や高

齢単身世帯が増加するものと考えられます。

　今後は、人口減少社会、少子高齢化社会に対応したまちづくりのあり方を検討する必要が生じ

ています。

３）省エネルギー型社会への移行
　エネルギー問題への社会的関心が高まっています。エネルギー政策は、国レベルの問題です

が、地方自治体においても、省エネルギー型のまちづくりの取組が進められています。また、人々

の日常生活レベルにおいても省エネルギー型のライフスタイルへの移行が進んでいます。

４）災害に強いまちづくり
　東日本大震災は、あらためて防災対策の必要性を再認識させました。町民一人ひとり、地域、地

方自治体と各々のレベルでの日頃からの防災の取組が重要です。

　また、震災等大規模災害が発生した時には、被害を最小限にとどめるための対策が必要となっ

ています。

５）地域コミュニティの活性化
　地域での人と人との関係が薄れる状況の中で、地域コミュニティが果たす役割がますます重要

となっています。

　良好な近隣関係、地域コミュニティをつくっていくためには、ねばり強い町民の活動が必要で

す。町民一人ひとりの関心に基づいたテーマ別の活動が活発になっていますが、それとともに、福

祉、防災等様々な地域コミュニティの活動の活性化が求められる時代となっています。

現状と課題
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現状と課題３. 人口予測

　二宮町の将来人口推計では、平成３２年には、２７，２６５人、平成４２年には２４，０５４人になる

と推計されています。高齢化率は、平成３２年には３４．９％、平成４２年には３９．２％に達し、超高

齢化社会が到来するものと予測されます。一方、年少人口は、平成３２年には１０．０％、平成４２年

には８．６％と減少するものと予測され、世代構成にアンバランスが生じ、様々な課題が発生する

ことが考えられます。丘陵地で開発された大規模な住宅地である百合が丘、富士見が丘、緑が丘

では団塊の世代が多く居住していることから、急速に高齢化が進むものと考えられ、町内におい

ても、人口構成の地域的アンバランスが生まれるものと予測されます。
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 1 ４. 町民意識（「町民等アンケート調査結果から」）

■これからも二宮町に住み続けたいと思いますか。	
	 	 	

■「ずっと住み続けたい、当分住み続けたい」と答えた理由

１）「住み続けたい」が多い
　「二宮町に住み続けたいと思います

か」という質問に対して「住み続けたい」

が85.7％で、その理由は「家があるから」

（34.8％）のほか、「自然や環境が好き」、

「気候が好き」が多い。「他へ移りたい」は

8.0％と少ないが、その理由は36.0％が

「店・病院が少なく生活が不便」を挙げて

います。

２）地域に望むこと
　「地域や地域活動に対して望むこと」は、「近隣の人々とのつきあい」が21.5％、「生活環境（風紀、安

全）」が20.3％、「福祉活動」が16.3％、「趣味やスポーツ活動」が14.4％となっています。

　一方、「20歳代～40歳代の町民」は、「子どもの教育の場をつくる活動」（17.2％）が比較的多く

なっています。

ずっと
住み続けたい

二宮町に
家や土地があるから

まちの自然や
景観が好きだから

まちの気候が
好きだから

生まれ育った
ところだから

無回答  0.3%

無回答  0.3%

二宮町内で働いていて、
通勤が便利だから        0.6%

わからない  6.1%

すぐにでも他へ移りたい  0.3%

できれば他へ移りたい  7.7%

親と一緒に住んでいるから  4.5%
人と人との関係が
とてもよいから    5.8%

その他  1.3%

特に理由はない  2.9%

二宮町外で働いていて、
車やバスを利用した通勤が便利だから  1.1%

二宮町外で働いていて、
電車を利用した通勤が便利だから  1.6%

生活をするのに
必要な施設がそろっているから  3.2%

53.3%

34.8%

18.5%15.3%

9.8%

当分
住み続けたい

32.4%

ずっと
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二宮町に
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まちの自然や
景観が好きだから

まちの気候が
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無回答  0.3%

無回答  0.3%

二宮町内で働いていて、
通勤が便利だから        0.6%

わからない  6.1%

すぐにでも他へ移りたい  0.3%

できれば他へ移りたい  7.7%

親と一緒に住んでいるから  4.5%
人と人との関係が
とてもよいから    5.8%

その他  1.3%

特に理由はない  2.9%

二宮町外で働いていて、
車やバスを利用した通勤が便利だから  1.1%

二宮町外で働いていて、
電車を利用した通勤が便利だから  1.6%

生活をするのに
必要な施設がそろっているから  3.2%

53.3%

34.8%

18.5%15.3%

9.8%

当分
住み続けたい

32.4%

回答者全体

２０～４０歳代

学校や家庭以外に子どもの
教育の場をつくる活動

地域における趣味や
スポーツ活動

地域のイベントや
祭り等があること

世代間（青少年と高齢者など）
の交流があること

障害者やお年寄りの
手助けなどの福祉活動

特に望むものはない

その他

無回答

近隣の人 と々の日常的なつきあいが
あること（届け物の預かり、緊急時の
手助けなど）

地域の生活環境
（風紀、安全など）を守る活動

９.０% 21.５% 1４.4% 20.3% 6.0%
6.1%

7.0%

1.5%

1.1%4.1%

4.7%

16.3%

10.2%7.0%13.5%17.2%17.2% 20.5%
0.5%

2.3%
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■余暇時間をどのように過ごしたいと思いますか。	 	
	 	 	 	 	

■特によく見かける「何らかの支援を必要とするような方」
			に関して、あなたのこれまでの対応はどれですか。

３）余暇時間は「自然との
   ふれあいを楽しむ」
　「余暇時間の過ごし方」として、「自

然とのふれあい」が19.1％。次に「趣

味」12.9％、「旅行」12.4％となって

います。

４）要支援者には、「たまに声をかける、  
  相談にのる」
　何らかの支援を必要とする方への対応の仕方」として、

「手助けをする」は3.7％と少なく、「たまに声をかけたり、

相談にのる」が16.2％、「見守る」が24.7％、「特に何もし

ていない・できない」が24.4％と高くなっています。

５）町の将来は「安心して暮らせる町」「自然豊かな町」
　「将来、二宮町がどのようなまちになってほしいか」については、「お年寄りが安心して暮らせるまち」

が23.3％、「自然豊かなまち」が19.7％と高い割合です。「20歳代～30歳代」では、「子育てや教

育のサポートが充実したまち」が15.5％と最も高く、次いで、自然豊かなまち（15.1％）、安全なまち

（14.7％）、となっています。

教養や技術を
高めるために学ぶ  6.2%

常に声をかけたり、
相談にのったりする  ５.３%

食事、買い物などの
手助けをしている  ３.７%

特に何もしない  1.2%

その他  0.4% 無回答  0.2%

地域の活動や
ボランティア活動をする  4.5%

特に何もしていない・
できない

声はかけないが、
関心を持って見守る

美術や音楽など、
さまざまな趣味を楽しむ

国内や海外を
旅行する

家族とだんらん
を楽しむ

自宅で
ゆっくり休む

友人との
ふれあいを楽しむ

スポーツを楽しむ

２４.４% ２４.７%

たまに声をかけたり、
相談にのったりする

１６.２%

12.9%

自然とのふれあいを
楽しむ

19.1%

12.4%11.9%11.6%

10.9%

8.9%

無回答  ２１.2%

その他  ４.５%

教養や技術を
高めるために学ぶ  6.2%

常に声をかけたり、
相談にのったりする  ５.３%

食事、買い物などの
手助けをしている  ３.７%

特に何もしない  1.2%

その他  0.4% 無回答  0.2%

地域の活動や
ボランティア活動をする  4.5%

特に何もしていない・
できない

声はかけないが、
関心を持って見守る

美術や音楽など、
さまざまな趣味を楽しむ

国内や海外を
旅行する

家族とだんらん
を楽しむ

自宅で
ゆっくり休む

友人との
ふれあいを楽しむ

スポーツを楽しむ

２４.４% ２４.７%

たまに声をかけたり、
相談にのったりする

１６.２%

12.9%

自然とのふれあいを
楽しむ

19.1%

12.4%11.9%11.6%

10.9%

8.9%

無回答  ２１.2%

その他  ４.５%

回答者全体

２０～3０歳代

その他

無回答

農業や漁業などの
産業が盛んなまち

海、山、川を生かした
観光・レクリエーションのまち

スポーツの盛んな
健康づくりのまち

道路や下水道、公園など
生活基盤が整ったまち

子育てや教育のサポート
が充実したまち

買い物や余暇が
楽しめる活気のあるまち

自然や景観の保全・育成に
力を注ぐ自然豊かなまち お年寄りが安心して

暮らせる生きがいのあるまち
防災・交通安全などが
充実した安全なまち

1.2%4.1% 6.8% 2.0%
10.7%

5.0% 2.9%
11.3% 9.7% 15.1% 13.0% 10.9% 14.7% 15.5%

19.7% 23.3% 7.9% 14.3% 9.7%

1.7%

0.3%

0.0%
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　　 1 ４. 町民意識（「町民等アンケート調査結果から」）
現状と課題

■町民、事業者、二宮町が協働して進める必要のあることを教えてください。

■二宮町は今後どのようなことに力を入れていくべきだと
			思いますか。（上位10件）

6）重点は、「高齢者福祉」と
   「自然環境の保全・育成」
　「今後力を入れていくべき分野」につい

ては、「駅前の整備（9.6％）」、「高齢者福

祉の充実（9.6％）」、「自然環境の保全・

育成（8.8％）」が高く、次いで、「防災対策

（6.3％）」「保健・医療の充実（5.3％）」、

「子育て支援対策の充実（5.1％）」となって

います。

７）協働事業は、安全なまちづくり
  「町民、事業者、町が協働して進める必要があること」については、「防災・安全」が19.0％、「環境の保

全」が16.0％、「まちの活性化」が15.9％と多くなっています。

　30歳代は「子育て・教育環境の充実」が18.9％、40歳代は「まちの活性化」が21.2％、50歳代は「環

境の保全」が21.1％と最も多くなっており、世代によって意向が異なっています。

回答者全体

 30歳代

 ４0歳代

 ５0歳代

その他

無回答

交通、道路、公園など
都市基盤の整備

地域の歴史・文化・
自然の保全や活動 防災、災害対策、防犯など、

防災・安全のまちづくりの推進
健康づくり・福祉の充実

子育て・教育環境の充実 行財政改革の推進
観光、商業、農業、
漁業などまちの活性化 環境の保全（緑、海等の

保全や活用、生物多様性、ゴミ等）

1２.3%

1７.０%

1２.４%

1２.０% 1２.０% ５.４% ２１.１% １２.７% １０.２% １９.３%
４.８%

２１.２% １４.６% １４.６% １７.５%７.３%
５.１%

1６.０% １３.２% ６.６% ５.７%１８.９% １８.９%

1５.９% 1６.０% 1１.４% 1１.０% 1９.０% ５.９%
４.０%

１.９%

２.９%

1.１%

３.６%

０.９%

０.９%

１.５%

２.９%

１.２%

１.２%

0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0
(%)

9.6 9.6

8.8

6.3

5.3 5.1 4.8

3.8
4.2

駅
前
の
整
備
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災

対

策

海
岸
の
整
備

産
業
の
振
興
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・
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の

充
実
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福
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の

充
実

自
然
環
境
の

保
全
・
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成

子
育
て
支
援

対
策
の
充
実

美
し
い
景
観
の

保
全
・
育
成



11

　　

１）３層の計画
　総合計画は、基本構想、基本計画、実施計画の３層より構成されています。

　基本構想は、町の１０年後のビジョン（見通し）を定めた長期の構想で、平成２５年度から平成３４年

度の１０ヶ年の計画となっています。

　基本計画は、基本構想に基づいて、前期（３カ年）、中期（３カ年）、後期（４カ年）に分けて策定する中

期的な計画です。

　実施計画は、基本計画に基づいて具体的な事業を定める計画で、基本計画の計画期間に沿って策

定し、毎年ローリングシステムにより見直しを行います。

２）見直しシステム
　総合計画のうち、基本計画については、計画期間の最終年度に政策評価を行い、時代の変化やまち

づくりの実績に基づいて見直しを行います。

　実施計画については、毎年度、施策、事業の実施状況について行政評価を行い見直しを行います。

基本構想（まちづくりのビジョン）

実施計画

１０ヵ年の長期計画
平成２５（2013）年度～平成３４（2022）年度

町の１０年間のビジョン（見通し）を定めた構想です

基本計画
前期基本計画(３ヵ年)
平成25年度～平成27年度

中期基本計画(３ヵ年)
平成28年度～平成30年度

後期基本計画(４ヵ年)
平成31年度～平成34年度

基本構想に基づいて、３期に分けて作成する中期的な計画です
時代の変化やまちづくりの実績に基づいて見直します

基本計画に基づいて具体的な事業を掲げます
基本計画の計画期間に沿って策定し、毎年度の見直し、点検を行います

5. 総合計画の構成と計画期間 現状と課題
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第 2 部

2013-2022
（平成 25年度～平成34年度）

基本
構想



第 2 部

2013-2022
（平成 25年度～平成34年度）

基本
構想

13

　　 2 1. 町の将来像 基本構想

基本構想（まちづくりのビジョン）

町民
「まちづくりの力」

「人と暮らし、文化を育む自然が豊かな町」

3つの理念

まちづくりの方向性

町の土地利用構想

町行政
「自治体経営の力」

地域コミュニティ
「地域の力」

施策の
推進力

生活の質の向上と
定住人口の確保

交通環境と
防災対策の向上

戦略的行政運営

町の土地利用構想

環境と風景が
息づくまちづくり

町の将来像
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　　 2 1. 町の将来像 基本構想

　二宮町は、多様な自然や歴史・文化が町民の身近に存在し、暖かく穏やかな「長寿の里」

として、また、交通環境にも恵まれたコンパクトな町として発展してきました。この特徴を活

かし、お年寄りの知恵と若い町民の活力、自助、共助、公助※により、次世代を担う子供たち

をみんなで支え育て、町民一人ひとりが健康に生活を営むことができるように、町民の暮ら

しと文化を育む自然が豊かな町を築くことを将来像として掲げます。

※自助、共助、公助

　自助・共助・公助とは、町民・地域・企業・行政の役割分

担に関する基本的な考え方で、『個人の尊厳を最大限

に尊重し、町民自身やコミュニティなどの小さな単位で

できることはそれら小さな単位の自助・共助に任せ、自

治体や国などが介入すべきではなく、小さな単位では

解決不可能あるいは非効率なもののみを自治体や国

などの大きな単位が行う（公助）べきである』という、町

民を中心に据えた「町民・地域・企業・行政の役割分担」

の原則です。

人と暮らし、文化を育む自然が豊かな町
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　　 基本構想

　首都圏の中で存在感のある親しみやすいコンパクトで、生活の質と環境の質が高い「高

質な町」を目指し、町民の暮らしの充実と定住人口の確保を図るため、町民一人ひとりによ

る「まちづくりの力」、地域コミュニティによる「地域の力」、行政による「自治体経営の力」

の向上に取り組むことを理念として定め、三つの「力」の連携と総合力により、私たちの町

の未来づくりに取り組みます。

「まちづくりの力」
　まちづくり※は、一人ひとりの町民によって支えられています。町の将来像の実現に向け

て、まちづくりを担う人材を育成し、町民の協力と支え合いにより、町民一人ひとりの「まち

づくりの力」の向上に取り組みます。

「地域の力」
　町民の生活は、町民による自主的で多様な取組により形成される身近な地域のコミュニ

ティによって支えられています。町民同士の協力と支え合いと、町民と行政との協力・連携

により、安全・安心で誰もが元気で暮らしやすい地域づくりに取り組みます。

「自治体経営の力」
　大きな産業を持たない町は、これまで自然と共生したコンパクトな町として成長してきま

した。この特徴を活かして、誰もが町に誇りと愛着が持てるように、存在感のある町を目指

し、行政によるスリムな自治体経営により、足腰の強いまちづくりに取り組みます。

2. ３つの理念

※まちづくり

　都市基盤等の整備、土地利用の規制誘導、福祉、健康、教育等の分野を含めて、町民参加により地域社会づく

りを進めていくことをいう。
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　　 2 3. まちづくりの方向性

①生活の質の向上と定住人口の確保
環境を活かした「生活の質」の向上と「定住人口」の確保を図ります
　「長寿の里」、「子育て・子育ちの町」として、子どもから高齢者まで、誰もが、豊かな自然環

境と生活環境の中で、健康で安心して暮らすことができ、さらに、住環境、子育て・子育ち環

境、教育環境を充実することにより、「生活の質」の向上を図ります。

　そのため、町民の知恵と努力がまちづくりに活かされるとともに、町民同士の協力と支

え合いにより、地域コミュニティが息づくまちづくりを進めます。

　また、「生活の質」を向上させることにより、子育て世代を中心に定住人口の確保に努め

ます。

②環境と風景が息づくまちづくり
身近な自然環境、歴史・文化と田舎の風景が息づくまちづくりを進め、町
の活性化を図ります
　自然環境、歴史・文化を保全・育成し、都会に近い身近な自然環境と田舎の風景、穏やか

な住環境を活かした観光を振興し、農業と漁業の振興を図ります。

　また、地域の素材を大切にした商品づくり等による商工業振興や、高齢者世代や子育て

世代のニーズに応えた商工業振興を進めます。

　さらに、町の特性を活かした農業、漁業、商工業と観光との有機的な連携と、町民との連

携・協力により、町の活性化を図ります。
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　　 基本構想

③交通環境と防災対策の向上
誰もが安全で安心して快適に暮らすことができるように交通環境、防災
対策の向上を図ります
　便利でコンパクトな町という特性を活かして、町民にとって身近で利用しやすい公共施

設の充実と、駅前広場や主要な道路の改良、公共交通の確保等により、交通環境の充実を

図ります。

　また、喫緊の課題である大震災等の災害に備えるとともに、家庭、地域で町民同士の協

力と支え合いによる減災※文化が根付くまちづくりを進めます。

④戦略的行政運営
コンパクトな自治体に相応しいスリムな行財政運営を進めます
　自治体財政が厳しい時代が続くものと予想されることから計画的な行財政運営を進め

ます。

　時代状況の変化や町民の要請に応えられる行政を目指して、柔軟で機動的な自治体経

営、スリムな行政、他の自治体との連携による広域行政、将来像を実現するための戦略的

なまちづくり、広報広聴機能の充実を進めます。

　また、「自治体経営の力」を向上させるため、まちづくり行政を担う職員の育成を進めま

す。

※減災

　災害により発生する被害を可能な限り最小化するため、あらかじめ被害の発生を想定した上で、施設整備だけ

に頼ることなく、人々の的確な行動や協力、支え合いにより、その被害を低減させていこうとする取組をいう。（内

閣府発行『減災のてびき』より一部引用）
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　　 2 4. 町の土地利用構想

１．土地利用の目標
　コンパクトでわかりやすい都市構造とするため、「軸と核」、「多様なゾーン」、「回遊軸」に

より町を構成します。

　それぞれの軸と核、ゾーンの特性を強め、コンパクトな町に相応しい交流とつながりの輪

を広げます。

２．土地利用の方針
①広域軸
　二宮町は、ＪＲ東海道線、一般国道１号、一般国道２７１号（小田原厚木道路）、西湘バイパ

スという広域軸が町の東西を横断するとともに、県道７１号（秦野二宮）が町の南北を縦断

し、他の市町との交流を支えています。

　ＪＲ東海道線二宮駅は、広域的交通条件に恵まれた二宮町にあって、町民や来町者の玄

関口であることから、駅前広場の充実を図ります。

②中心市街地と生活中心軸
（１）中心市街地
　二宮駅周辺には、町民生活に関連した行政施設、生涯学習センター ラディアン、吾妻山、

その他の町民サービス機能、商店が集中した中心市街地が形成され、町民生活を支えてい

ます。

 コンパクトな町を支える中心市街地として、行政拠点、文化拠点、交流と風景の拠点を配

置し、町民や来町者が交流し、サービスを享受することができる機能の充実を図ります。

（２）生活中心軸
　県道７１号（秦野二宮）は、中心核と各地域を結ぶ中心的な道路としての役割を担ってい

るとともに、町民生活に欠かせない商業、文化等の機能が、町の各所からアクセスしやすい

沿道に立地する「軸」となっています。

　この県道７１号（秦野二宮）と並行して昔の面影が残る旧秦野街道の沿道市街地、町民に

とっての憩いの空間である　川が存在します。

　この生活中心軸を、一層便利で快適な「軸」として充実します。
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　　 基本構想

③多様な交流ゾーンと回遊軸
　コンパクトな町に相応しく様々な機能を持ったゾーンを配置し、回遊軸でネットワーク化

することによって、便利で快適な町民生活と、多様な構成を持つ町の特徴を一層引き立た

せるようにします。

　町の歴史、文化、産業、自然、風景等の特徴を活かしながら町の活性化を図るため、海と

のふれあい交流ゾーン、緑と原風景の交流ゾーン、歴史・文化の交流ゾーン、スポーツ交流

ゾーン、新交流ゾーンの５つの多様な交流ゾーンと産業ゾーンを配置します。

　中心市街地、多様な交流ゾーン、住宅地、町の各所に配置されているスポーツや文化施

設を、町の歴史や自然、風景等を楽しみながら回遊できる軸として配置します。この「軸」

は、町民生活の回遊軸であると同時に、来町者にとっての散策回遊軸としての機能も併せ

持つことから、機能の充実を図ります。

④地域の特性にあった住宅地
　町内に、海辺の住宅地ゾーン、丘の住宅地ゾーン、古くからの市街地が発展したふるさと

住宅地ゾーンを配置します。それぞれのゾーンの持つ特徴にあった住宅地として整備、開

発および保全を進めます。

○海辺の住宅地ゾーン 潮の薫りの住宅地

○丘の住宅地ゾーン  緑に包まれた住宅地

○ふるさと住宅地ゾーン 懐かしい風景の残る住宅地
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　　 2 4. 町の土地利用構想 基本構想
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資料
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 3 １．策定経過

1. 議会

2. 総合計画審議会

3. 策定委員会　

【構成員：18名（議員2名、教育委員1名、農業員1名、関係行政機関3名、公共的団体等の代表者5名、学識経験を有する者6名）】

【構成員：副町長、教育長、部長級職員(8名)】

平成２３年　４月２５日  議会全員協議会 ・次期総合計画策定方針について

第 1回 平成２３年　７月　５日 ・委嘱状の交付
・正副会長の選任
【議事】
・二宮町総合計画審議会運営要領（案）について（協議）
・二宮町総合計画審議会条例について
・二宮町次期総合計画策定方針について
・二宮町の現状について

第 2回 平成２３年　８月２５日 【議事】　・次期総合計画策定経過報告について
　　　　・基本構想骨子（案）について

第 5回 平成２４年　４月２３日 【議事】　・基本計画について

第 6回 平成２４年　５月２３日 【議事】　・前期基本計画（案）について

第 7回 平成２４年　７月２０日 【議事】　・基本計画（原案）について

第 8回 平成２４年　８月２２日 【議事】　・基本構想、基本計画（重点的方針）について

第 3回 平成２３年１１月２２日 【議事】　・基本構想素案及び基本計画の構成案について
             ・町民アンケート結果概要について

第 4回 平成２４年　２月２３日 【諮問】　・二宮町総合計画基本構想（案）の諮問について
【報告】　・町民ワークショップ提案について
【議事】　・基本構想（案）・基本計画 (構成案 ) について
　　　　・今後の進め方について

第 9回 平成２４年１０月１１日 【議事】　・基本構想、基本計画（最終案）について
　　　　・答申書（案）について
【答申】 　・二宮町総合計画基本構想（案）について（答申）

第 1回 平成２３年　２月１５日 ・次期総合計画策定方針（案）の審議
・総合計画審議会委員構成について

第 4回 平成２３年　５月２６日 ・基本構想（案）の検討状況について
・町民ワークショップの開催について

第 5回 平成２３年　６月２１日 ・次期総合計画策定作業の進捗状況について
・基本構想 (案 ) の検討状況について

第 7回 平成２３年１１月１５日 ・基本構想素案及び基本計画の構成案について
・次期総合計画基本構想策定に係る議会との関係について

第 2回 平成２３年　２月２２日 ・次期総合計画策定方針（案）の審議

平成２３年１２月２２日  議会全員協議会 ・次期総合計画策定経過概要について
・町民アンケート結果概要について
・基本構想素案及び基本計画の構成案について

平成24年１２月２５日  議会全員協議会 ・二宮町総合計画（案）について

第 3回 平成２３年　３月　８日 ・次期総合計画策定方針（案）の審議

第 6回 平成２３年１０月１２日 ・次期総合計画（基本構想（案）、基本計画（案））について

・基本構想 (案 )・基本計画 (構成案 ) について
・平成２４年 庁内検討スケジュールについて

・前期基本計画（案）について

・基本構想（案）、前期基本計画（重点方針）について

第 8 回 平成２４年　２月１３日

第10回 平成２４年　５月２１日

第９回 平成２４年　４月１７日

第11回 平成２４年　７月　３日 ・基本構想（案）・前期基本計画（案）について
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資料

4. 幹事会 【構成員：課長級職員(21名)】

5. 庁内ワークショップ 【構成員：班長級職員(37名)】

第 1回 平成２３年　３月１８日 ・次期総合計画策定方針 (案 ) の報告
・各課所管事業調査について

第 2回 平成２３年　４月２８日 ・庁内ワークショップ構成について
・２３年度作業スケジュールについて
・庁内ワークショップ /アイデア会議の研修会開催について
・幹事会メンバーへの研修会

第 3回 平成２３年　５月２６日 ・町民ワークショップについて

第 5回 平成２３年１０月１２日 ・次期総合計画（基本構想 (案 )、基本計画 (案 )）について

第 7回 平成２４年　４月２７日 ・基本構想 (案 )・基本計画 (構成案 ) について

第 8回 平成２４年　８月２３日 ・実施計画について

第 1回 平成２３年　５月１１日 ・研修 (二宮町次期総合計画策定にあたって )
・質疑応答、意見交換

第 3回 平成２３年　６月１３日 ・前回の確認
・町の強みの活かし方について

第 4回 平成２３年　７月２６日、２７日 ・事務事業再編作業①
 （所管事業調書に基づく(分野別 ) 各課事業ヒアリング）

第 6回 平成２４年　２月　８日 ・現事務事業再編＋町民ＷＳ⇒基本計画たたき台づくり

第 7回 平成２４年　２月１３日 ・現事務事業再編＋町民ＷＳ⇒基本計画たたき台づくり

第 8回 平成２４年　２月１６日 ・現事務事業再編＋町民ＷＳ⇒基本計画たたき台づくり
  保健・福祉・教育グループ

第９回 平成２４年　２月２８日 ・現事務事業再編＋町民ＷＳ⇒基本計画たたき台づくり
　都市基盤・環境・防災・産業グループ

第 5回 平成２３年　８月１９日 ・事務事業再編作業②

第 2回 平成２３年　５月２５日 ・分野別グループリーダー／サブリーダーの決定
・庁内ワークショップの進め方について
・二宮町の強み、弱み (ＳＷＯＴ分析 )について

第 6回 平成２４年　１月２５日 ・基本構想 (案 )・基本計画 (構成案 ) について
・平成２４年 庁内検討スケジュールについて

第 4回 平成２３年　７月２８日 ・基本構想 (案 ) の検討状況 (次期基本構想の骨子素案 )
  について
・庁内ワークショップ／町民ワークショップの進捗状況
  について

第10回 平成２４年　２月２９日 ・現事務事業再編＋町民ＷＳ⇒基本計画たたき台づくり
　行財政運営グループ

第11回 平成２４年　３月　９日 ・現事務事業再編＋町民ＷＳ⇒基本計画たたき台づくり
  生涯スポーツグループ

第12回 平成２４年　３月１４日 ・現事務事業再編＋町民ＷＳ⇒基本計画たたき台づくり
　生涯学習グループ

第13回 平成２４年　３月１６日 ・現事務事業再編＋町民ＷＳ⇒基本計画たたき台づくり
　教育グループ

第12回 平成２４年　８月２１日

第13回 平成２４年１０月０２日

・実施計画について

・基本構想、基本計画について
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 3 １．策定経過 資料

７．アイデア会議

8．その他

【構成員：若手職員（主事補～主任主事）(20名)】

第 2回 平成２３年　７月　１日、　２日

第 3回 平成２３年　７月２９日、３１日
　　　　　　          ８月　６日

・まとめ役会議の報告
・グループ別議論 (町の強み弱み・今後の課題 )、発表
・今後の進め方について

・まとめ役会議の報告
・グループ別議論 (次期総合計画で掲げる政策、施策のあり方 )、発表
・今後の進め方について

第 4回 平成２３年　９月　９日、１０日
　　　　　　          ９月１１日

・まとめ役会議の報告
・グループ別議論 (各グループの進捗状況に応じて、各グループで議論 )

第 5回 平成２３年１０月１４日、１５日
　　　　　          １０月１６日

・まとめ役会議の報告
・グループ別議論 (各グループの進捗状況に応じて、各グループで議論 )

第 6回 平成２３年１１月１８日、１９日
　　　　　　　　 １１月２０日

・まとめ役会議の報告
・グループ別議論 (各グループの進捗状況に応じて、各グループで議論 )

第 7回 平成２３年１２月　９日、１０日
　　　　　          １２月１１日

・まとめ役会議の報告
・各グループのまとめ案について

第 1回 平成２３年　５月１１日 ・研修 (二宮町次期総合計画策定にあたって )
・質疑応答、意見交換

第 2回 平成２３年　６月１５日 ・テーマ：まちの活性化について（議論、発表）
・質疑応答、意見交換

第 3回 平成２３年　７月１３日 ・テーマ：高齢化について（議論、発表）
・質疑応答、意見交換

第 4回 平成２３年　８月３１日 ・テーマ：子育て世代の居住促進について（議論、発表）
・質疑応答、意見交換

第 5回 平成２４年　１月３１日 ・テーマ：次期計画で新たに取組みたいこと（議論、発表）
・質疑応答、意見交換

第 6回 平成２４年　２月　８日 ・テーマ：次期総合計画で新たに取組みたいこと(議論、発表）
・質疑応答、意見交換 ⇒ 団体補助から事業補助への転換

まちづくり（転入出者）アンケートの実施
平成２３年　３月中旬～４月中旬

・転入出者に対し、町民課窓口でアンケートを配布
・直接配布、直接回収
・回収数　転入者：４８、転出者：４７、転居：６

町民等アンケートの実施
平成２３年　７月１日～３１日

・町民アンケート
  ( 配布 1000件 回収 377件 回収率37.7%)
・転入者アンケート
  ( 配布 300件 回収 104件 回収率34.7%)
・転出者アンケート
  ( 配布 400件 回収 90件 回収率23.0%)

総合計画町民報告会の実施
平成２４年１１月２３日

・基調講演 横浜商科大学商学部教授 羽田耕治氏
  テーマ 「二宮町次期総合計画の提案と実現にあたって」
・パネルディスカッション

6. 町民ワークショップ ※参加者５７名　（公募町民：３６名、町職員：２１名）

第 1回 平成２３年　６月　４日 ・町民ワークショップの進め方について
・総合計画と町の課題について
・各グループのまとめ役選定
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平成８年３月 28 日   条例第１号

（目的）
第１条　この条例は、二宮町総合計画審議会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目
的とする。

（設置）
第２条　町長の諮問に応じて、総合計画の策定その他その実施に関し必要な調査及び審議を行うため、
二宮町総合計画審議会（以下「審議会」という。）を置く。

（組織）
第３条　審議会は、委員 18 人以内で組織する。
２　委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
( １)　町議会の議員　２人
( ２)　町教育委員会の委員　１人
( ３)　町農業委員会の委員　１人
( ４)　関係行政機関の職員　３人以内
( ５)　町の区域内の公共的団体等の代表者　５人以内
( ６)　学識経験を有する者　６人以内

（委員の任期）
第４条　委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。
２　委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（会長等）
第５条　審議会に会長及び副会長１人を置き、委員の互選によって定める。
２　会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
３　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

（会議）
第６条　審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
２　審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
３　審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

（意見の聴取等）
第７条　会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明
または意見を聴くことができる。

（庶務）
第８条　審議会の庶務は、政策部企画財政課において処理する。

（委任）
第９条　この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附　則
この条例は、平成８年４月１日から施行する。
附　則（平成 11 年９月 22 日条例第 18 号）
この条例は、平成 11 年 12 月１日から施行する。
附　則（平成 20 年 12 月 22 日条例第 19 号抄）

（施行期日）
１　この条例は、平成 21 年４月１日から施行する。
附　則（平成 23 年３月 15 日条例第３号）
この条例は、平成 23 年４月１日から施行する。

２．二宮町総合計画審議会条例 資料
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 3 ３．総合計画審議会委員名簿 資料

氏名 選出区分

添田 孝司 １号 町議会の議員

根岸 ゆき子 １号 町議会の議員

井出 真理子 ２号 町教育委員会の委員

峯尾 博 ３号 町農業委員会の委員

山田 直子 ４号 関係行政機関の職員

志村 知昭 ４号 関係行政機関の職員

竹村 隆夫 ４号 関係行政機関の職員

川上 良子 ５号 町の区域内の公共的団体等の代表者

岡本 康則 ５号 町の区域内の公共的団体等の代表者

柏木 博 ５号 町の区域内の公共的団体等の代表者

田辺 邦良 ５号 町の区域内の公共的団体等の代表者

神保 智子 ５号 町の区域内の公共的団体等の代表者

（会長）羽田 耕治 ６号 学識経験を有する者

内山 輝夫 ６号 学識経験を有する者

山岸 正之 ６号 学識経験を有する者

（副会長）阿部 忠則 ６号 学識経験を有する者

藤本 昌平 ６号 学識経験を有する者

藤本 綾子 ６号 学識経験を有する者

北村 明
 前委員

関係行政機関の職員

露木 孝夫 町の区域内の公共的団体等の代表者

（敬称省略）
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4. 諮問 資料

	 

	 

	 

	 

	 	 	 	 

	 	 	 

	 

	 

	 

	 

	 	 

	 

	 

	 



28

 3 5. 答申
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 3 4. 答申
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第５次二宮町総合計画
基本構想

発　　行 神奈川県二宮町
 平成25年3月発行
 〒259-0196 神奈川県中郡二宮町二宮961番地
電話番号 0463-71-3311（代表）
編　　集 二宮町 
制　　作  （株）地域計画建築研究所
デザイン （有）フィンズファクトリー
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第 5次二宮町総合計画
基本構想

あすの二宮町を創る
まちづくりのビジョン

2013-2022（平成 25年度～平成34年度）

二 宮 町


